
 

 

陸上競技場、テニスコート使用料の改定に係る説明資料[補足資料] 

 

令和５年１０月１２日  

生涯学習課スポーツ振興係  

 

１．「算定表」１枚目（体育施設費） 減価償却費算出欄のＡＥＤについて 

台数   ３台 

   単価   ２６５，０００円×１．１＝２９１，５００円 

   設置場所 益城町陸上競技場、益城町総合体育館、益城町町民グラウンド 

 

２．「算定表」２枚目（益城町陸上競技場）と４枚目（益城町総合運動公園テニスコー

ト）との人工芝の耐用年数の違いについて 

   減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第１による 

   ・運動場等に設置する人工芝 

「構築物」の「合成樹脂造のもの」の耐用年数 10年を適用 

   ・テニスコート 

    「競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの」の「その他のもの」の

「その他のもの」の「その他のもの」に分類され、法定耐用年数は 30年 

  

資料３ 



 

【参考】減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第１（抜粋） 

 

種類 構造又は用途 細目 耐用年数（年） 

（省略）    

構築物 （省略）   

競技場用、運動場用、遊園

地用又は学校用のもの 

スタンド  

 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は

鉄筋コンクリート造のもの 
４５ 

 主として鉄骨造のもの ３０ 

 主として木造のもの １０ 

競輪場用競争路  

 コンクリート敷のもの １５ 

 その他のもの １０ 

ネット設備 １５ 

野球場、陸上競技場、ゴルフコースその

他のスポーツ場の排水その他の土工施設 
３０ 

水泳プール ３０ 

その他のもの  

 児童用のもの  

  すべり台、ぶらんこ、ジャングルジ

ムその他の遊戯用のもの 
１０ 

  その他のもの １５ 

 その他のもの  

  主として木造のもの １５ 

  その他のもの ３０ 

（省略）   

合成樹脂のもの（前掲のも

のを除く。） 

 
１０ 

（省略）   

 


